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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当行は、次の基本的な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの強化・充実に努めております。

（１）経営の基本理念である「行是」に従い、銀行業務を通じて「地域経済・社会の発展に貢献する」という地方銀行の公共的使命を常に念頭にお

いた業務運営に努めます。

・行是

一.奉仕の精神の高揚

銀行の発展は、地域社会の繁栄とともにあることを認識し、つねに奉仕の精神の高揚につとめる。

一.信用の向上

銀行の生命は信用にあることを銘記し、つねにその向上につとめる。

一.和協の精神の涵養

和協の精神は、職務遂行の根幹であることを自覚し、つねにその涵養につとめる。

（２）当行の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、経営の透明性およびプロセスの適切性を高めるとともに、地域社会、取引先

および株主をはじめとする、ステークホルダーとの適切な協働に努めます。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当行は、2021年6月改訂のコーポレートガバナンス・コード（プライム市場向けの内容を含む）の趣旨を踏まえ、全ての原則を実施することとしてお
ります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４】

　当行は、「株式の政策保有に関する方針」および「政策保有株式にかかる議決権行使基準」を定め、当行ホームページにおいて公表しておりま

す「コーポレートガバナンスに関する基本方針」５．（２）「政策保有株式」に記載しておりますので、ご参照ください。

https://www.77bank.co.jp/77bank/corporategovernance/index.html#05

　なお、2021年3月末を基準とした検証においては、個別の政策保有株式について、上記方針に合致するか定量的・定性的な観点から精査し、取
締役会においてその内容を確認いたしました。検証の結果、縮減が必要と判断した銘柄については、取引先との対話を行ったうえで縮減しており
ます。

【原則１－７】

　当行は、関連当事者間の取引を行う場合の手続の枠組みについて、当行ホームページにおいて公表しております「コーポレートガバナンスに関

する基本方針」５．（１）「関連当事者間取引の手続」に記載しておりますので、ご参照ください。

https://www.77bank.co.jp/77bank/corporategovernance/index.html#05

【補充原則２－４－１】

　当行は、全ての行員等がいきいきと働き、能力を最大限に発揮できる職場環境を整備していく観点から、「ダイバーシティ推進にかかる基本方針
」等を策定し、当行ホームページにおいて公表しておりますので、ご参照ください。

https://www.77bank.co.jp/job/new/diversity/index.html

【原則２－６】

　当行では、確定給付年金制度に係る年金資産の運用・給付・その他の管理について、七十七銀行企業年金基金（以下、「基金」という。）を設立
のうえ、実施しております。

　基金には、運用の専門性を高めてアセットオーナーとしての機能を発揮できるよう、必要な経験や資質を備えた人員を配置するとともに、資産運
用委員会は、年金資産の運用状況を適切に評価・モニタリングできるよう、人事、企画・財務、証券運用等の各部門より当該機能の専門性を持っ
た者および労働組合代表者で構成しております。

　年金資産の運用に関する事項は、資産運用委員会が検討を行い、受益者代表が半数を占める理事会や代議員会への提案、審議を経て、基金
が執行しており、企業年金の受益者と会社との間の利益相反を適切に管理できる体制で運営しております。

【原則３－１】

（１）当行は、経営の基本理念として「行是」を定めるとともに、地域金融機関としての使命を将来にわたって果たし続けるため2030年度に目指す七
十七グループの「なりたい姿」を描いた「『Vision 2030』～未来を切り拓くリーディングカンパニー～」を策定し、当行ホームページにおいて公表して

おりますので、ご参照ください。

https://www.77bank.co.jp/77bank/company/keieihoushin.html

（２）当行は、当行が実践すべきコーポレートガバナンスの基本的な考え方および行動の指針として、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」



を制定し、当行ホームページにおいて公表しておりますので、ご参照ください。

https://www.77bank.co.jp/77bank/corporategovernance/index.html

（３）当行は、取締役の報酬等決定に関する方針および手続を定め、当行ホームページにおいて公表しております「コーポレートガバナンスに関す

る基本方針」３．（７）「取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等」および（８）「監査等委員会および監査等委員である取締役」に記載して
おりますので、ご参照ください。

https://www.77bank.co.jp/77bank/corporategovernance/index.html#03

（４）当行は、代表取締役の選解任方針・手続および取締役候補者の指名方針・手続等を定め、当行ホームページにおいて公表しております「コー
ポレートガバナンスに関する基本方針」３．（５）「取締役（監査等委員である取締役を除く）」、（６）「代表取締役の選解任」および（８）「監査等委員
会および監査等委員である取締役」に記載しておりますので、ご参照ください。

https://www.77bank.co.jp/77bank/corporategovernance/index.html#03

（５）2022年6月29日に開催された第138回定時株主総会において選任された取締役候補者の選任理由は、当行ホームページにおいて公表してお
ります「第138回定時株主総会招集ご通知」に記載しておりますので、ご参照ください。

https://www.77bank.co.jp/77bank/ir/kabunushisoukai.html

【補充原則３－１－３】

　「『Vison 2030』～未来を切り拓くリーディングカンパニー～」において「七十七グループのSDGs宣言」を組織共通の価値観に位置づけ、「地域経

済の活性化」、「地球温暖化・気候変動への対応」、「一人ひとりの活躍支援」、「ガバナンスの高度化」の４項目を重点項目に掲げ、その実践内容
を取締役会において確認しております。上記については、統合報告書および当行ホームページにおいて公表しておりますので、ご参照ください。

統合報告書：https://www.77bank.co.jp/77bank/ir/disclosure.html

七十七グループのSDGs宣言：

https://www.77bank.co.jp/sustainability/index.html

【補充原則４－１－１】

　当行の、取締役会による経営陣に対する委任の範囲の概要については、当行ホームページにおいて公表しております「コーポレートガバナンス

に関する基本方針」３．（２）「取締役会の役割等」に記載しておりますので、ご参照ください。

https://www.77bank.co.jp/77bank/corporategovernance/index.html#03

【原則４－９】

　当行は、社外取締役の独立性の要件を具体的に定めた「独立性判断基準」を制定し、当行ホームページにおいて公表しております「コーポレート
ガバナンスに関する基本方針」３．（１０）「独立性判断基準」に記載しておりますので、ご参照ください。

https://www.77bank.co.jp/77bank/corporategovernance/index.html#03

【補充原則４－１０－１】

　当行は、経営の透明性およびプロセスの適切性をより一層高め、企業統治機能の更なる充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関としてコ
ーポレートガバナンス委員会を設置しております。

　コーポレートガバナンス委員会の構成等については、本報告書「Ⅱ．１．機関構成・組織運営等に係る事項【任意の委員会】、【独立役員関係】」を
ご参照ください。

　また、コーポレートガバナンス委員会の概要については、当行ホームページにおいて公表しております「コーポレートガバナンスに関する基本方
針」３．（１１）「コーポレートガバナンス委員会の設置」に記載しておりますので、ご参照ください。

https://www.77bank.co.jp/77bank/corporategovernance/index.html#03

【補充原則４－１１－１】

　当行の、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方については、当行ホームページにおいて公表

しております「コーポレートガバナンスに関する基本方針」３．（３）「取締役会の構成等」に記載しておりますので、ご参照ください。

https://www.77bank.co.jp/77bank/corporategovernance/index.html#03

　なお、当行のスキル・マトリックスについては、本報告書の最終頁をご参照ください。

【補充原則４－１１－２】

　当行の取締役の、他の上場会社の役員の兼任状況は以下のとおりであります。

[兼任状況]

・氏家　照彦

東北特殊鋼株式会社　社外監査役

・中村　健

株式会社高速　社外取締役（監査等委員）

【補充原則４－１１－３】

　当行は、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」において、毎年度末を基準として、取締役会全体の実効性について分析・評価を行い、結
果の概要を開示する旨を定めております。

　コーポレートガバナンス委員会の審議を経た後、2022年5月13日開催の定時取締役会において、2021年度の取締役会全体の実効性に関する分
析・評価を実施しました。

　この中で、取締役会全体の実効性は確保されていることを確認しております。

　一方、取締役会における更なる実効性向上を目指し、以下の事項を確認・共有しており、今後改善を図っていく方針であります。

・取締役会メンバー構成の更なる多様化に努めること

・議論の更なる活性化に向けた取締役会運営の見直しに努めること

【補充原則４－１４－２】

　当行は、取締役に対するトレーニングの方針について、当行ホームページにおいて公表しております「コーポレートガバナンスに関する

基本方針」３．（１２）「取締役の研修等の方針」に記載しておりますので、ご参照ください。

https://www.77bank.co.jp/77bank/corporategovernance/index.html#03

【原則５－１】



　当行は、株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針について、当行ホームページにおいて公表しております「コー

ポレートガバナンスに関する基本方針」６．（１）「株主等との建設的な対話に関する方針」に記載しておりますので、ご参照ください。

https://www.77bank.co.jp/77bank/corporategovernance/index.html#06

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 8,824,300 11.81

明治安田生命保険相互会社 3,785,704 5.06

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 3,702,900 4.95

住友生命保険相互会社 3,082,400 4.12

日本生命保険相互会社 2,623,336 3.51

第一生命保険株式会社 2,160,440 2.89

株式会社日本カストディ銀行（信託口4） 1,941,300 2.59

東北電力株式会社 1,695,775 2.26

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,410,000 1.88

七十七銀行行員持株会 1,187,541 1.58

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム、札幌 既存市場

決算期 3 月

業種 銀行業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況



１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 20 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 会長（社長を兼任している場合を除く）

取締役の人数 16 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 8 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

8 名



会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

中村　健 弁護士 ○

奥山　恵美子 他の会社の出身者 ○

大滝　精一 学者 ○

小山　茂典 他の会社の出身者 ○

鈴木　敏夫 他の会社の出身者 ○

山浦　正井 他の会社の出身者 ○

牛尾　陽子 他の会社の出身者 ○

犬飼　章 他の会社の出身者 ○ ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

中村　健 　 ○

当行の経営を監督するうえでの独立性を

確保していることから、国内証券取引所

の規程等に定める独立役員に選定してお

ります。

中村健氏および中村健法律事務所は当

行の取引先でありますが、取引の内容は

一般預金者としての通常の銀行取引であ

り、株主・投資者の判断に影響を及ぼす

おそれはないと判断されることから、取引

の概要の記載を省略いたします。

長年の弁護士としての識見と経験を有している

ことから、当行の社外取締役として適任である
と判断いたしております。また、公正な立場で

業務執行の妥当性等当行の経営を監督するう

えでの独立性を確保していることから、独立役

員として選定しております。

奥山　恵美子 　 ○

当行の経営を監督するうえでの独立性を
確保していることから、国内証券取引所の
規程等に定める独立役員に選定しており
ます。

奥山恵美子氏は当行の取引先であります
が、取引の内容は一般預金者としての通
常の銀行取引であり、株主・投資者の判
断に影響を及ぼすおそれはないと判断さ
れることから、取引の概要の記載を省略
いたします。

奥山恵美子氏は、当行の取引先である仙
台市の出身者であります。当行は仙台市
に指定された指定金融機関であり、公金
の収納、支払の事務を取扱うほか、預貸
金等の取引を行っております。仙台市との
取引は、その性質に照らして、株主・投資
者の判断に影響を及ぼすおそれはないと
判断されることから、取引の概要の記載を
省略いたします。

地方行政に長く携わり、仙台市長などの行政
の責任者としての豊富な経験や幅広い識見か
ら、当行の社外取締役として適任であると判断
いたしております。また、公正な立場で業務執
行の妥当性等当行の経営を監督するうえでの
独立性を確保していることから、独立役員とし
て選定しております。



大滝　精一 　 ○

当行の経営を監督するうえでの独立性を
確保していることから、国内証券取引所の
規程等に定める独立役員に選定しており
ます。

大滝精一氏は、当行の取引先であります
が、取引の内容は一般預金者としての通
常の銀行取引であり、株主・投資者の判
断に影響を及ぼすおそれはないと判断さ
れることから、取引の概要の記載を省略
いたします。

大滝精一氏が理事長を務める公益財団
法人地域創造基金さなぶりは、当行の取
引先であります。当行と公益財団法人地
域創造基金さなぶりとの間には預金等の
取引がありますが、通常の銀行取引であ
り、株主・投資者の判断に影響を及ぼすお
それはないと判断されることから、取引の
概要の記載を省略いたします。

大滝精一氏は、当行の取引先である東北
大学の出身者であります。当行と東北大
学との間には預金等の取引がありますが
、通常の銀行取引であり、株主・投資者の
判断に影響を及ぼすおそれはないと判断
されることから、取引の概要の記載を省略
いたします。

大学教育に長く携わった豊富な経験と経済・経
営学に関する高度な専門知識を有していること
から、当行の社外取締役として適任であると判
断いたしております。また、公正な立場で業務
執行の妥当性等当行の経営を監督するうえで
の独立性を確保していることから、独立役員と
して選定しております。

小山　茂典 　 ○

当行の経営を監督するうえでの独立性を
確保していることから、国内証券取引所の
規程等に定める独立役員に選定しており
ます。

小山茂典氏は、当行の取引先であります
が、取引の内容は一般預金者としての通
常の銀行取引であり、株主・投資者の判
断に影響を及ぼすおそれはないと判断さ
れることから、取引の概要の記載を省略
いたします。

小山茂典氏が理事長を務める公益財団
法人トーキン科学技術振興財団は、当行
の取引先であります。当行と公益財団法
人トーキン科学技術振興財団との間には
預金等の取引がありますが、通常の銀行
取引であり、株主・投資者の判断に影響を
及ぼすおそれはないと判断されることから
、取引の概要の記載を省略いたします。

小山茂典氏は、当行の取引先である株式
会社トーキンの出身者であります。当行と
株式会社トーキンとの間には預貸金等の
取引がありますが、通常の銀行取引であ
り、株主・投資者の判断に影響を及ぼすお
それはないと判断されることから、取引の
概要の記載を省略いたします。

グローバルなものづくり企業の経営者としての
豊富な経験と国際的な幅広い識見を有してい
ることから、当行の社外取締役として適任であ
ると判断いたしております。また、公正な立場で
業務執行の妥当性等当行の経営を監督するう
えでの独立性を確保していることから、独立役
員として選定しております。

鈴木　敏夫 ○ ○

当行の経営を監視するうえでの独立性を
確保していることから、国内証券取引所の
規程等に定める独立役員に選定しており
ます。

鈴木敏夫氏は、当行の取引先であります
が、取引の内容は一般預金者としての通
常の銀行取引であり、株主・投資者の判
断に影響を及ぼすおそれはないと判断さ
れることから、取引の概要の記載を省略
いたします。

鈴木敏夫氏は、当行の取引先である東北
電力株式会社の出身者であります。当行
と東北電力株式会社との間には預貸金等
の取引がありますが、通常の銀行取引で
あり、株主・投資者の判断に影響を及ぼす
おそれはないと判断されることから、取引
の概要の記載を省略いたします。また、東
北電力株式会社は当行の株主ですが、20
22年3月31日時点で議決権保有割合は2.2
7％であり独立性に懸念はないと判断して
おります。

地方銀行の社外監査役としての実務経験のほ
か、公益事業を担う上場企業の取締役および
監査役に携わった豊富な経験や幅広い識見を
有していることから、当行の社外取締役として
適任であると判断いたしております。また、公正
な立場で業務執行の妥当性等当行の経営を監
視するうえでの独立性を確保していることから、
独立役員として選定しております。



山浦　正井 ○ ○

当行の経営を監視するうえでの独立性を
確保していることから、国内証券取引所の
規程等に定める独立役員に選定しており
ます。

山浦正井氏および同氏が会長を務める社
会福祉法人仙台市社会福祉協議会は、
当行の取引先であります。山浦正井氏と
の取引の内容は一般預金者としての通常
の銀行取引であり、株主・投資者の判断
に影響を及ぼすおそれはないと判断され
ることから、取引の概要の記載を省略いた
します。また、当行と社会福祉法人仙台市
社会福祉協議会との間には預金等の取
引がありますが、通常の銀行取引であり、
株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそ
れはないと判断されることから、取引の概
要の記載を省略いたします。

山浦正井氏は、当行の取引先である仙台
市の出身者であります。当行は仙台市に
指定された指定金融機関であり、公金の
収納、支払の事務を取扱うほか、預貸金
等の取引を行っております。仙台市との取
引は、その性質に照らして、株主・投資者
の判断に影響を及ぼすおそれはないと判
断されることから、取引の概要の記載を省
略いたします。

地方行政に長く携わった豊富な経験や幅広い
識見のほか、直接企業の経営に関与した経験
を有していることから、当行の社外取締役とし
て適任であると判断いたしております。また、公
正な立場で業務執行の妥当性等当行の経営を
監視するうえでの独立性を確保していることか
ら、独立役員として選定しております。

牛尾　陽子 ○ ○

当行の経営を監視するうえでの独立性を
確保していることから、国内証券取引所の
規程等に定める独立役員に選定しており
ます。

牛尾陽子氏は、当行の取引先であります
が、取引の内容は一般預金者としての通
常の銀行取引であり、株主・投資者の判
断に影響を及ぼすおそれはないと判断さ
れることから、取引の概要の記載を省略
いたします。

牛尾陽子氏は、当行の取引先である株式
会社藤崎の出身者であります。当行と株
式会社藤崎との間には預貸金等の取引
がありますが、通常の銀行取引であり、株
主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれ
はないと判断されることから、取引の概要
の記載を省略いたします。

国立大学法人の監事としての実務経験のほか
、直接企業の経営に関与した経験を有している
ことから、当行の社外取締役として適任である
と判断いたしております。また、公正な立場で
業務執行の妥当性等当行の経営を監視するう
えでの独立性を確保していることから、独立役
員として選定しております。



犬飼　章 ○ ○

当行の経営を監視するうえでの独立性を
確保していることから、国内証券取引所の
規程等に定める独立役員に選定しており
ます。

犬飼章氏は、当行の取引先でありますが
、取引の内容は一般預金者としての通常
の銀行取引であり、株主・投資者の判断
に影響を及ぼすおそれはないと判断され
ることから、取引の概要の記載を省略いた
します。

犬飼章氏は、当行の取引先である宮城県
および宮城県開発株式会社の出身者であ
ります。当行は宮城県に指定された指定
金融機関であり、公金の収納、支払の事
務を取扱うほか、預貸金等の取引を行っ
ておりますが、その性質に照らして、株主・
投資者の判断に影響を及ぼすおそれはな
いと判断されることから、取引の概要の記
載を省略いたします。

また、宮城県開発株式会社は、行政機関
と民間企業などの共同出資によって宮城
県の産業発展寄与を目的に設立された企
業であり、当行は4.99%を出資しております
。同社との間には預貸金等の取引があり
ますが、通常の銀行取引であり、株主・投
資者の判断に影響を及ぼすおそれはない
と判断しております。

宮城県開発株式会社では、当行常務取締
役の小野寺芳一氏が社外取締役を務め
ており、当行と同社は社外役員の相互就
任の関係にありましたが、相互就任によっ
て犬飼章氏の社外取締役としての独立性
に影響を与えるものではありません。

地方行政に長く携わった豊富な経験や幅広い
識見のほか、直接企業の経営に関与した経験
を有していることから、当行の社外取締役とし
て適任であると判断いたしております。また、公
正な立場で業務執行の妥当性等当行の経営を
監視するうえでの独立性を確保していることか
ら、独立役員として選定しております。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役（名

）
社外取締役（名

）
委員長（議長）

監査等委員会 6 2 2 4 社内取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

　監査部に監査等委員会の職務を補助する専任の使用人を置き、その使用人は監査等委員会の指示に従い、その職務を行うものとしております
。

　当該使用人は専ら監査等委員会の指揮命令に従うこと、および当該使用人の考課、異動等、人事に関する事項の決定については監査等委員
会の事前の同意を得ることを「内部統制基本方針」に規定することにより、当該使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性を
確保しております。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　監査等委員会は、会計監査人から監査計画を受領し、監査の実施状況、監査に関する報告を求めるほか、必要に応じ会計監査人の監査への
立会い等を実施いたします。このほか、監査等委員会と会計監査人との定期的会合を開催し、会計に関する情報などの意見交換を行っておりま
す。

　また、監査等委員会は、内部監査部門から取締役会に付議する内部監査計画を事前に受領し、検証・同意を行うほか、効率的な監査を実施す
るため、内部監査部門から監査結果の報告を受領すること、および必要に応じ内部監査部門に対して調査を求めることができる体制としておりま
す。このほか、監査部に監査等委員会の職務を補助する専任の使用人を置き、その使用人は監査等委員会の指示に従い、その職務を行っており
ます。

・会計監査人について



　当行は、会計監査人として、有限責任監査法人トーマツを選任し、期中を通じて監査を受け、適正な会計処理と経営の透明性確保に努めており
ます。継続監査期間は46年であります。会計監査業務を執行した公認会計士は、深田建太郎氏、水野龍也氏の2名であり、継続監査年数はいず
れも公認会計士法の規定に定める7年以内となっております。また、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、会計士試験合格者等3名、
その他18名であります。

　なお、直前事業年度における当行の有限責任監査法人トーマツへの公認会計士法第2条第1項に規定する業務（監査証明業務）に基づく報酬は
83百万円（当行69百万円、連結子会社14百万円）であります。（金額には、消費税及び地方消費税を含まない。）

・内部監査部門について

　当行は、内部監査部門として監査部を設置しております。2022年3月末現在の在籍行員は36名であります。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員（

名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

コーポレートガバナン
ス委員会

7 0 3 4 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

コーポレートガバナン
ス委員会

7 0 3 4 0 0
社外取
締役

補足説明

　2021年度は、コーポレートガバナンス委員会を5回開催し、指名・報酬等について審議・答申いたしました（延べ欠席者数：0名）。

　なお、コーポレートガバナンス委員会の概要については、当行ホームページにおいて公表しております「コーポレートガバナンスに関する基本方
針」３．（１１）「コーポレートガバナンス委員会の設置」に記載しておりますので、ご参照ください。

https://www.77bank.co.jp/77bank/corporategovernance/index.html#03

【独立役員関係】

独立役員の人数 8 名

その他独立役員に関する事項

（１）当行は、社外取締役を8名（うち監査等委員である社外取締役4名）選任しておりますが、全員を国内証券取引所の規程等に定める独立役員
に選定しております。

（２）当行は、以下のとおり、社外取締役の独立性の要件を具体的に定めた「独立性判断基準」を制定しております。

＜独立性判断基準＞

　当行において独立役員とは、法令が定める社外取締役の要件および東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に規定された独立
性基準を充足し、かつ、現在または最近（注1）において以下の各号のいずれにも該当せず、当行の株主と利益相反の生じるおそれがない者とす
る。

Ａ．当行を主要な取引先とする者（注2）、またはその者が法人等である場合はその業務執行者

Ｂ．当行の主要な取引先（注3）、またはその者が法人等である場合はその業務執行者

Ｃ．当行から役員報酬以外に過去3年平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、または法律専門家

Ｄ．当行を主要な取引先（注2）とするコンサルティング会社、会計事務所、または法律事務所の社員等

Ｅ．当行の主要株主（注4）、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者

Ｆ．当行から過去3年平均で年間1,000万円以上の寄付金を受ける者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者

Ｇ．次に掲げる者（ただし、重要な者（注5）に限る）の二親等内の親族

ａ．上記Ａ．～Ｆ．に該当する者

ｂ．当行およびその子会社の取締役、監査役、執行役員および重要な使用人等

注1．最近：実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、社外取締役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において
該当していた場合等を含む。

注2．当行を主要な取引先とする者：当行との取引による売上高が、当該取引先の直近事業年度の連結売上高の2％以上である先をいう。

注3．当行の主要な取引先：当該取引先との取引による収益が、当行の直近事業年度の連結業務粗利益の2％以上である先をいう。

注4．主要株主：総議決権の10％以上を保有する株主をいう。

注5．重要な者：会社の役員・部長またはこれに相当する者、会計事務所や法律事務所等に所属する者については公認会計士や弁護士などをい
う。



【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

　業務執行取締役および執行役員の報酬と当行の株式価値との連動性をより明確にし、当行の中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意
欲を高めることを目的として、2017年6月29日開催の定時株主総会の決議に基づき、「業績連動型株式報酬」を導入しております。

　「業績連動型株式報酬」は、当行が拠出する業務執行取締役の報酬を原資として当行株式が信託を通じて取得され、業務執行取締役に対して、
役位、経営計画等の達成度に応じて当行株式等が信託を通じて交付等されるものであります。

　本株式報酬は、各事業年度における経営計画等の達成度等に応じた業績連動部分（「役位に応じて定められた基準額×業績連動支給月数（業
績達成度に応じて0.0ヵ月～1.6ヵ月の範囲で変動）」に相当する当行株式）と、各事業年度末の役位に応じた業績非連動部分（「役位に応じて定め
られた基準額」に相当する当行株式等）により構成されており、原則として業務執行取締役の退任時に交付等されます。業績連動部分については
、評価対象事業年度の期初に開催される取締役会において、当行の経営計画等を踏まえて目標項目を選定しており、達成度に応じて変動します
。

　なお、交付等を行う当行株式等は、信託による当行株式の平均取得単価により計算されます。

　また、2020年6月26日開催の定時株主総会の決議により、取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）に対し当期純利益の水準
に連動して支給する「業績連動報酬」の報酬限度額は、定時定額報酬である「基本報酬」とは別枠で年額90百万円となっております。

　「業績連動報酬」の内容は以下のとおりとしております。

　　当期純利益（単体）250億円超：業績連動報酬限度額90百万円・業績連動報酬支給月数4.5カ月

　　当期純利益（単体）200億円超～250億円以下：業績連動報酬限度額80百万円・業績連動報酬支給月数4.0カ月

　　当期純利益（単体）150億円超～200億円以下：業績連動報酬限度額70百万円・業績連動報酬支給月数3.5カ月

　　当期純利益（単体）100億円超～150億円以下：業績連動報酬限度額60百万円・業績連動報酬支給月数3.0カ月

　　当期純利益（単体）50億円超～100億円以下：業績連動報酬限度額50百万円・業績連動報酬支給月数2.0カ月

　　当期純利益（単体）50億円以下：業績連動報酬限度額0円・業績連動報酬支給月数0.0カ月

　　（支給算式）

　　業績連動報酬支給額＝月額報酬（取締役の月額給与額）×業績連動報酬支給月数

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

・役員報酬等の総額

取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）：351百万円

監査等委員である取締役（社外取締役を除く）：46百万円

社外役員：46百万円

・役員ごとの報酬等の総額

　連結報酬等の総額が１億円以上であるものが存在しないため、開示しておりません。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容



・役員報酬の決定方針および決定方法

（１）当行の役員報酬については、株主総会の決議により年間の報酬限度額を定めております。具体的な年間の報酬限度額は、取締役（監査等委
員である取締役を除く）の報酬限度額が、定時定額報酬である「基本報酬」として年額270百万円、「業績連動報酬」として年額90百万円、また、監
査等委員である取締役の報酬限度額が、定時定額報酬である「基本報酬」として年額80百万円となっております。また、業務執行取締役について
は、この報酬限度額とは別枠にて、経営計画等の達成度に応じて当行株式の交付を行う「業績連動型株式報酬」を導入しております。

（２）取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等は、「取締役報酬等規定」および「株式交付規定」を定め、透明性および公正性を勘案し、
以下のとおり適切に運用しております。

Ａ．取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）の報酬等は、当行の中長期的な業績向上と企業価値向上への意欲を高める観点
から、定時定額報酬である「基本報酬」、当期純利益に連動する「業績連動報酬」、株式価値との連動性を有する「株式報酬」の3つで構成し、それ
ぞれの構成比率を概ね「基本報酬」60%、「業績連動報酬」15%、「株式報酬」25%としております。

Ｂ．社外取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等は、経営監督機能の強化を図る観点から、業績連動性のある報酬とはせず、定時定額
報酬である「基本報酬」のみとしております。

（３）取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等については、透明性および公正性を高めるため、コーポレートガバナンス委員会による審
議・答申を踏まえ、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で、取締役会において決定いたしております。なお、コーポレートガバナ
ンス委員会における審議結果は、取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等にかかる監査等委員会の意見陳述権を制約しないこととして
おります。

（４）監査等委員である取締役の報酬は、独立性を高め、企業統治の一層の強化を図る観点から、定時定額報酬である「基本報酬」のみとしており
ます。報酬の決定については、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で、監査等委員の協議において決定いたしております。

【社外取締役のサポート体制】

　社外取締役の意思決定機能および監督機能を確保するため、取締役会の事務局である総合企画部が議案の事前説明を行うとともに、行内通
達や行内規定などを閲覧できる環境を整備するなど、適宜情報の共有化を図っております。

　監査等委員である社外取締役については、監査部に監査等委員会の職務を補助する専任の使用人を置き、その使用人は、監査等委員会の指
示に従い、その職務を行うものとしております。

　また、監査等委員である社外取締役に対する情報伝達の徹底のため、監査等委員会監査等基準において、常勤の監査等委員を含む他の監査
等委員である取締役との情報共有に関する事項を定め、適時、情報の共有化を図っております。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

鎌田　宏 相談役

・業界団体や公的団体等の役員
等、社会貢献的な活動に従事

・他会社の社外役員としての活動
およびその知見の活用

勤務形態：非常勤

報酬：有
2018/6/28 １年（最長６年）

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 1 名

その他の事項

・当行は、取締役会長または取締役頭取の退任者を、業界団体や公的団体、他会社の社外役員等として活動して頂き、その知見等を活用するこ
とを目的として、相談役に選任する場合があります。

・当行の主な営業基盤は宮城県を中心とする東北一円となります。地方創生、地域活性化に向けた活動は年々広がりを見せており、相談役が業
界団体や公的団体の役員として、社会貢献的な活動に取り組むことは、地域ならびに当行の発展に資することであり、当行では大変意義のあるこ
とと考えております。

・当行の相談役は、経営のいかなる意思決定にも関与しておらず、ガバナンス上の問題はないと考えております。

・相談役の任期は１年としますが、その活動内容に応じて再選任する場合があります。再選任できる年数は就任時より最長６年としております。

・相談役は有報酬であり、１人あたりの上限を10百万円として、その活動内容に見合った報酬を支払うこととしております。

・相談役の選解任・処遇等については、社外取締役が委員長を務める任意の諮問委員会にて審議のうえ、取締役会にて決定いたしております。

・相談役制度に関しては、社内規定を定めており、規定の改廃は取締役会で決定することといたしております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

　取締役会は、取締役（監査等委員である取締役を除く）10名（うち社外取締役4名）、及び監査等委員である取締役6名（うち社外取締役4名）の計
16名（男性14名、女性2名）で構成されており、経営上の重要事項に係わる意思決定を図るとともに、代表取締役、常務取締役等で構成し、原則週
１回開催する常務会を設置し、取締役会の委任を受けた範囲内において重要事項の協議・決定を行っております。

　（2021年度の取締役会開催回数：13回、延べ欠席者数：5名）

　また、経営の意思決定・監督機能と、業務執行機能を分離し、各機能の強化・迅速化を図る観点から、執行役員制度を導入しております。



　さらに、経営の透明性及びプロセスの適切性をより一層高め、企業統治機能の更なる充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関としてコーポ
レートガバナンス委員会を設置しております。

　監査等委員会につきましては、監査等委員である取締役6名（うち社外取締役4名）で構成されており、取締役の職務の執行の監査及び取締役
会の監督機能の監視を行っております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当行は、2017年6月29日開催の第133回定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

　社外取締役が過半数を占める「監査等委員会」の設置、および「監査等委員である取締役」に対する取締役会における議決権の付与などを通じ
て、取締役会および業務執行者に対する監査機能等の強化が図られ、経営の透明性および客観性が確保されていることから、現状の体制を選択
しております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
2022年6月29日開催の第138回定時株主総会の招集通知を2022年6月6日（23日前）に発
送しております。また、2022年6月1日（招集通知発送の3営業日前）に、当行ホームページ
への掲載を行っております。

電磁的方法による議決権の行使

当行が指定する議決権ウェブサイトからインターネット（携帯電話を含む）による議決権行
使を可能としており、また、第136回定時株主総会より、スマートフォンによる簡易な議決
権行使方法を追加いたしました。なお、議決権行使期限は株主総会の前営業日の午後5
時としております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

（株）ＩＣＪが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームの利用を可能とし
ております。

招集通知（要約）の英文での提供
2015年6月26日開催の第131回定時株主総会より、招集通知の一部を英訳し、当行ホー
ムページおよび東証適時開示情報伝達システムに掲載しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表 ホームページにて「ディスクロージャーに関する考え方」を公表しております。

個人投資家向けに定期的説明会を開催
年に数回、主に証券会社を通じて、宮城県内にて個人投資家向けの会社説明
会を開催しております。（2021年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏
まえ、7月と1月にオンライン形式で開催し、延べ1,986名が参加）

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

年2回、東京にて説明会を開催しております。（2021年度は新型コロナウイルス
感染拡大の影響を踏まえ、6月と12月に電話会議形式で開催し、延べ154名が
参加）

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催
代表取締役が海外現地を訪問し、投資家への個別説明等を実施しております
。（2018年2月：北米、2019年4月：アジア）

あり

IR資料のホームページ掲載
決算情報、会社説明会資料等を掲載しております。

（https://www.77bank.co.jp/)

IRに関する部署（担当者）の設置 総合企画部を担当部署としております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況



補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

経営の基本理念である「行是」において、地域社会への貢献について明確化しております
。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当行では、地域の自然環境を保全し環境負荷の軽減を図る取組みを積極的かつ継続的に
推進するため、「環境方針」を制定しております。また、お客さま向けに環境保全活動や社
会貢献活動を支援する金融商品・サービスを取り揃え、地域社会への貢献にも努めている
ほか、クールビズ、ウォームビズの実施、照明の間引き等の節電対策の徹底、ＬＥＤ照明等
省エネ型設備の導入、リサイクルの推進などにより環境保全に努めております。

継続的な取組みとして、チャリティコンサートの開催、市街地の清掃活動、社会福祉施設等
への募金活動を通じた寄付、企業献血、小中学生向けオーケストラ演奏会、当行野球部等
による地域におけるスポーツ技術指導等を通じて地域社会への貢献をはかっております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当行ホームページにおいて公表しております「コーポレートガバナンスに関する基本方針」
４．「情報開示」に記載しております。

（https://www.77bank.co.jp/77bank/corporategovernance/index.html#04）

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当行は、以下のとおり、「内部統制基本方針」を取締役会の決議により定めております。

（１）当行の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

Ａ．当行は、法令等遵守にかかる基本的考え方、基本方針について定めた法令等遵守方針に基づき、法令等を遵守する。

Ｂ．当行は、法令等遵守態勢の整備・強化を図るための組織として、頭取を委員長とするコンプライアンス委員会、その下部機関としてのコンプラ
イアンス部会を置くとともに、部店毎にコンプライアンス推進委員会を置く。また、法令等遵守の統轄部署としてコンプライアンス統轄部を置く。

Ｃ．当行は、頭取を法令遵守担当役員とするとともに、法令等遵守の統轄部署に法令遵守統轄者および統轄コンプライアンス・オフィサー、各部店
にコンプライアンス・オフィサーもしくは法令遵守連絡担当者を置く。

Ｄ．取締役会は、年度毎に「法令等遵守に係わる実践計画」を決議するとともに、実践計画の進捗状況および達成状況等の報告を受ける。

Ｅ．当行は、役職員がコンプライアンス違反または違反の疑いが強い行為を発見した場合の通報の手段として、専用電話等を設置・運営する。

Ｆ．監査等委員は、取締役による法令もしくは定款に違反する行為を発見したとき、またはそのおそれがあると認めたときは取締役会に報告するな
ど、適切な措置を講じる。

Ｇ．当行は、反社会的勢力への対応にかかる基本方針等について定めた反社会的勢力への対応方針に基づき、反社会的勢力との関係遮断を重
視した業務運営を行う。

Ｈ．当行は、マネー・ローンダリング等の防止にかかる基本方針等について定めたマネー・ローンダリング等防止管理方針に基づき、適切な業務
運営を行う。

Ｉ．当行は、子会社との間で取引を行うにあたって、不当な指示・要求を行わないこととし、原則として通常一般の取引条件にて行う。

Ｊ．当行は、財務報告にかかる内部統制態勢を整備し、財務報告の適正性・信頼性を確保する。

（２）当行の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当行は、情報資産の具体的な管理基準を定めたセキュリティスタンダード等に基づき、取締役会議事録のほか、取締役の職務執行にかかる文書
を保管および管理する。

（３）当行の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

Ａ．当行は、リスクの種類、リスク管理の内容、リスク管理にかかる取締役会・各部署の役割等について定めたリスク管理基本方針に基づき、適切
なリスク管理を行う。

Ｂ．当行は、統合的リスク管理を行う部署として、リスク統轄部を置く。

Ｃ．当行は、災害等発生時の基本的行動指針、対応体制等の重要事項について定めた災害等緊急時対応プラン等に基づき、緊急事態発生時に
おいても適切に対処する。

（４）当行の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

Ａ．当行は、毎月および必要に応じて取締役会を開催するとともに、取締役会の委任を受けた範囲において、常務会にて重要事項の協議を行う。

Ｂ．取締役会は、全行的な目標として策定する経営計画および予算等について決議するとともに、その進捗状況について報告を受ける。

Ｃ．取締役は、組織規定に定めた職務権限等に基づき、職務を執行する。

Ｄ．当行は、執行役員制度により、経営の意思決定・監督機能と、業務執行機能を分離し、各機能の強化・迅速化を図る。

（５）次に掲げる体制その他の当行及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

Ａ．当行子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当行への報告に関する体制

ａ．当行は、子会社との間に予め定める事項につき協議・報告を受け、総合企画部を統轄部署として子会社の管理・指導を行う。

ｂ．当行は、子会社と定期的にもしくは必要に応じ会議を開催し、情報の共有化を通じて管理および連携を強化する。

Ｂ．当行子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

ａ．各種リスクの管理にあたっては、リスク管理等に関し、子会社各社が当行の制定する内容に則り制定する諸規定および各社の事業内容に応じ
制定する諸規定に従い、各社毎に管理させる。

ｂ．当行のリスク管理部署は、「リスク管理の基本方針」に基づき、子会社各社の業況等を把握することにより、グループ一体としてのリスク管理を
行う。

ｃ．当行は、災害等発生時の基本的行動指針、対応体制等の重要事項について定めた子会社各社の災害等緊急時対応プラン等に基づき、緊急
事態発生時においても子会社に適切に対処させる。

Ｃ．当行子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当行は、当行の経営方針を子会社に周知徹底し、法令等に抵触しない範囲内で、子会社の業務運営に反映させるとともに、子会社の業務運営状
況を把握する。

Ｄ．当行子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

ａ．当行は、子会社に対し、当行が制定する内容に則り、コンプライアンス、リスク管理等に関する諸規定を制定させ、これを遵守させる。

ｂ．当行は、子会社の事業等の健全性を維持するため、別途締結する契約に基づく委託を受け、監査部にて業務運営状況の監査を行う。



ｃ．当行は、子会社の財務報告にかかる内部統制態勢を整備し、財務報告の適正性・信頼性を確保する。

（６）当行の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項

監査部に監査等委員会の職務を補助する専任の使用人を置き、その使用人は監査等委員会の指示に従い、その職務を行う。

（７）前号の使用人の当行の取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性に関する事項

監査等委員会の職務を補助する使用人にかかる考課、異動等、人事に関する事項の決定については、監査等委員会の事前の同意を得る。

（８）当行の監査等委員会の第６号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査等委員会の職務を補助する使用人は、専ら監査等委員会の指揮命令に従う。

（９）次に掲げる体制その他の当行の監査等委員会への報告に関する体制

Ａ．当行の取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人が当行の監査等委員会に報告をするための体制

ａ．取締役（監査等委員である取締役を除く）および使用人は、取締役会その他監査等委員の出席する重要な会議において、随時その職務の執
行状況の報告を行う。

ｂ．取締役（監査等委員である取締役を除く）および使用人は、当行もしくは子会社等に著しい損害を及ぼす事実等、当行に重大な影響を及ぼす
事項について、速やかに監査等委員会に報告を行う。

Ｂ．当行子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当行の監査等委員会に報告をするための体制

ａ．当行は、子会社との間で別途締結する監査契約に基づく監査を通じて、子会社各社の資産自己査定の実施状況等を含む業務運営状況につ
いて、子会社各社の取締役、監査役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者から適宜報告を受ける。当行は、当該報告を受けた場合
、その内容について、取締役会その他監査等委員の出席する重要な会議において、報告を行う。

ｂ．子会社の取締役、監査役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者は、当行もしくは子会社等に著しい損害を及ぼす事実等、当行に
重大な影響を及ぼす事項について、速やかに監査等委員会に報告を行う。

（１０）前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

Ａ．監査等委員会への報告者、調査に協力した者および被報告者のプライバシーを保護する。

Ｂ．監査等委員会に報告をしたことを理由とした、報告者に対する不利益な取扱いを禁止する。

（１１）当行の監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処
理に係る方針に関する事項

Ａ．当行は、監査等委員がその職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る）について、当行に対し、会社法第399条の2第4項に
基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議のうえ、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に
必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

Ｂ．当行は、監査等委員の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、一定額の予算を設ける。

（１２）その他当行の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

Ａ．監査等委員は、監査等委員会規定および監査等委員会監査等基準に基づく、代表取締役との定期的会合、取締役会その他重要な会議への
出席、および内部監査部門・会計監査人等との連係を通じ、監査を実効的に行う。

Ｂ．監査等委員会は、業務執行にかかる重要な書類を適宜閲覧するほか、必要に応じて取締役（監査等委員である取締役を除く）および使用人に
対して説明を求めることができる。

Ｃ．監査等委員会は、独自に意思形成を行うため、監査の実施にあたり必要と認めるときは、自らの判断で公認会計士その他の外部専門家を活
用する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

（１）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方（基本方針）

当行は、反社会的勢力に断固たる態度で対応し、関係を遮断することを目的として、以下のとおり「反社会的勢力への対応方針」を定めております
。

Ａ．反社会的勢力排除に向けた社会的責任および反社会的勢力による苦情・相談を装った圧力等からの企業防衛の重要性を十分認識し、反社
会的勢力との関係遮断を重視した業務運営を行う。

Ｂ．反社会的勢力との関係遮断に向けた取組みは、子会社を含めグループ一体となって組織として断固たる対応を行う。

Ｃ．反社会的勢力に対しては、資金提供および不適切・異例な便宜供与は行わない。

Ｄ．反社会的勢力への対応に際し、適切な助言、協力を得ることができるよう、平素より外部専門機関との連携強化を図る。

Ｅ．反社会的勢力による苦情・相談を装った圧力等、不当要求があった場合には、法的対抗措置を講じる等、断固たる態度で対応を行う。

（２）反社会的勢力排除に向けた整備状況

Ａ．対応統轄部署および不当要求防止責任者の設置状況

当行では、コンプライアンス統轄部を反社会的勢力への対応にかかる統轄部署とし、反社会的勢力への対応にかかる行内諸規定の周知徹底、
方策の立案、本部各部および営業店への指示・指導および反社会的勢力に関する適切な事前審査・事後検証の統轄等を行うこととしております。

また、不当要求を防止するための責任者として、コンプライアンス統轄部長が反社会的勢力への対応全般を統轄することとしております。

Ｂ．外部専門機関との連携状況

当行では、平素より警察、弁護士等への相談を実施しており、外部の専門機関との連携強化を図っております。

Ｃ．反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況

当行では、コンプライアンス統轄部において反社会的勢力に関する情報の収集・集約・更新および子会社を含めたグループ一元管理を行うことと
しております。

Ｄ．対応マニュアルの整備状況

当行では、コンプライアンス・マニュアルに反社会的勢力への対応方針について定めるほか、行内規定に対応手順等の詳細について定めており
ます。

Ｅ．研修活動の実施状況

当行では、法令等遵守に係わる実践計画に「反社会的勢力への対応態勢の整備・強化」を掲げ、態勢整備に向けた研修の実施に積極的に取り
組んでおります。

以上

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし



該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――



【参考資料：模式図】

注．サステナビリティ委員会は2022年6月29日開催の取締役会において同年7月1日付の設置を決議しております。
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リスク管理体制

監査法人

本部・営業店・グループ会社

注．サステナビリティ委員会は2022年6月29日開催の取締役会において同年7月1日の設置を決議しております。

取締役会

常務会/役員部長連絡会/サステナビリティ委員会/コンプライアンス委員会監査等委員会

オペレーショナル
・リスク

統合的リスク管理

法令遵守担当役員（頭取）

担当各部

監査部

内部監査資産監査

各種リスク管理担当役員

法令等遵守(ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ）

流動性リスク市場リスク信用リスク

リスク統轄部

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ統轄部



 

 

 

【適時開示体制の概要】 

 

当行の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。 

 

記 

 

１．情報開示（ディスクロージャー）に係る基本姿勢 

  当行は、銀行法、金融商品取引法、会社法および証券取引所の定める適時開

示規則等にしたがって、ディスクロージャーを行っております。 

  特に、銀行法に基づくディスクロージャー誌、金融商品取引法に基づく有価

証券報告書は、株主・投資家、お取引先の皆さまに当行の業務および財産の状

況を開示する、重要な法定開示書類と認識しております。 

  また、これらを補完する重要な会社情報の「適時開示」についても、最新の

会社情報を迅速・正確かつ公平に提供するため、証券取引所の適時開示規則に

したがって適切に実施しております。 

  このほか当行では、株主・投資家の皆さまに適時・適切な情報をご提供する

ために、会社説明会の開催や各種財務データの自主的な開示にも積極的に取り

組んでおります。 

  なお、上記の基本姿勢は、「ディスクロージャーに関する考え方」として当

行ホームページにも掲載しております。 

 

２．適時開示に係る社内体制 

  当行の適時開示に係る担当部署は総合企画部（情報取扱責任者：総合企画部

長）であり、頭取および業務担当役員の指示・監督の下、情報開示（ディスク

ロージャー）業務を行っております。 

  情報開示につき必要な事項を定めた「情報開示規定」により、本部・営業店・

子会社等からの各種情報等は、総合企画部において一元管理される体制となっ

ており、開示は頭取の決裁を得て行っております。（ただし、取締役会が決定

した事実、報告を受けた事実にかかる開示の決定は総合企画部長が行っており

ます。） 

 また、総合企画部は、開示した情報（非開示とした情報も含みます）の内容

等について、定期的に取締役会等に報告を行っております。 

  なお、情報開示を含む内部管理態勢等の適切性、有効性を検証するため、内

部監査部署である監査部が、原則年１回以上、法令等遵守（コンプライアンス）

の状況を含めた内部監査を実施しており、さらに、監査等委員会が経営全般の

見地から業務監査を実施しております。 

 



当行の社内体制を図示いたしますと下図のとおりとなります。 

社内体制については、必要に応じ随時見直しを行い、より一層の適時・適切

な情報開示に向けて、充実・強化に努めてまいります。 

 

 

以   上 

監
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）
本部・営業店・子会社等

常 務 会
頭   取

（代表者）

業務担当役員

総合企画部
（情報取扱責任者：総合企画部長）

取締役会

監査等委員会

・経営に関わる情報
・財務に関わる情報
・その他のＩＲ情報等

内部監査
の実施



【スキル・マトリックス】
当行の取締役会は、当行の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、また「Vision 2030」に掲げる「なりたい姿」を実現するために

必要な各取締役が備えるべきスキル等を特定したうえで、銀行業務に精通した社内取締役と、社外における豊富な経験や幅広い識見を有する複数名の
社外取締役により、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスと多様性を備えた構成となっております。

社内取締役が経験等から有する知見 社外取締役に特に期待する分野・知見

経営戦略・

新事業

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ

・ﾘｽｸ管理
人材育成

営業・

地方創生
企業審査

国際・

市場運用

デジタル・

事務
企業経営 金融・経済

法務・

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ
地方創生

１ 氏家 照彦 〇 〇 〇 〇 〇 〇
２ 小林 英文 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
３ 五十嵐 信 〇 〇 〇 〇 〇 〇
4 小野寺 芳一 〇 〇 〇 〇 〇
5 小林 淳 〇 〇 〇 〇 〇
6 村主 正範 〇 〇 〇 〇 〇
7 中村 健 〇
8 奥山 恵美子 〇
9 大滝 精一 〇 〇
10 小山 茂典 〇 〇
11 鈴木 広一 〇 〇 〇 〇
12 千田 一仁 〇 〇 〇
13 鈴木 敏夫 〇
14 山浦 正井 〇 〇
15 牛尾 陽子 〇
16 犬飼 章 〇 〇

注．上記一覧表は、各取締役が有するすべての知見等を表すものではありません。


